
──最初に、「保健医療2035」策定の
目的、2035（年）と名付けた由来から
お話しください。
小野崎耕平氏　「長期的な保健医療

のビジョンを策定すべき」という塩崎

恭久厚生労働大臣の発案からスター

トしました。単なる給付削減などの短

期的な改革では日本の保健医療はよ

くならない。まず、長期的なビジョン

を設定し、そこに至る道筋を明確に

して、短期的な施策も同時に考える

ことが目的です。

　20年後の2035年としたのは、医

療改革には時間がかかるからです。

例えば米国のオバマケアはアイゼン

ハワー大統領の時代、1960年代か

らずっと議論されてきました。30年、

50年先に設定すべきという考えもあ

りましたが、より現実感を持って検討

できる20年後に落ちつきました。

　20年後の2035年は人口減少が顕

著になり、人口構造の地域差が今よ

りも拡大していると考えられます。ま

た技術のイノベーションサイクルも20

年ぐらいと言われています。

――「保健医療2035」策定懇談会の
メンバーは平均年齢も40代前半と若
いですね。
小野崎氏　塩崎大臣や懇談会座長の

渋谷健司氏（東京大学大学院医学系

研究科国際保健政策学教室教授）が

中心になって、20年後も現役でいら

れる人を選びました。また、課長・室

長クラスの官僚が4人、メンバーに加

わっているのも特徴です。通常、官

僚はメンバーではなく懇談会や諮問

機関などを運営する側ですから。

　懇談会での議論は非公開だったこと

もあり、普段は省内、医師会、関連

団体を慮って発言できないような本音

の意見、提言もたくさん出ました。

　これまでの保健医療のパラダイム

を2035年に向けてどう変えていかな

ければならないかということも話し合

いました。その結果5つのパラダイム
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シフトとして「量の拡大から質の改善

へ」、「インプット中心から患者にとっ

ての価値中心へ」、「行政による規制

から当事者による規律へ」、「キュア中

心からケア中心へ」、そして「発散か

ら統合へ」を提案しました（図1）。

　5つ目はわかりにくいかもしれませ

ん。日本は病院の7割ぐらいが200床

以下の中小病院で地理的にも“発散”

しています。これらを集約化、“統合”

化、大規模化していくべきではない

か、という議論の結果でもあります。

――ビジョンということで「リーン・ヘ
ルスケア」、「ライフ・デザイン」、「グ
ローバル・ヘルス・リーダー」の3つが
提示されています。それぞれのキー
ワードが示す2035年の保健医療とは、
どのようなものでしょうか？ 
小野崎氏　まず、これらのビジョンを

固める前に、ゴールと基本理念を先

に議論しました。基本理念は文字通

り価値判断基準のことで、「公平・公

正」、「自律に基づく連帯」、「日本と世

界の繁栄と共生」と決まりました。理

念を決めたことでビジョンの議論はス

ムーズに進みました（図2）。

　「リーン・ヘルスケア」では、「保健医

療の価値を高める」ことを目指しま

す。今まではヒト、モノ、カネなど医

療資源をどれだけ投入したかという

量を評価していました。看護師の配

置基準や高額な医薬品・医療機器の

使用が象徴的です。これに対して、

よりよい医療をより安く、少ない医療

資源で最大の効果を出せるようにしよ

うということで、アウトカム志向とも言

えます。「リーン（lean）」というのは、

筋肉質で、無駄がない、贅肉がない

という意味の言葉です。

　2つ目の「ライフ・デザイン」は個人の

「主体的選択を社会で支える」というこ

とです。言葉自体は自ら健康維持、

増進を行い、健康をデザインしていく

という意味ですが、個人の自己責任

に帰着させるものではありません。

　健康というのは、疾病治療にとどま

らず、個人の食生活などのライフス

タイル、社会・経済的地位や所得、

教育などさまざまなファクターが影響

することがわかっています。個人を取

り巻く、「健康の社会的決定要因」に着

目した地域作り、まちづくりを進めて

いくことも含みます。

　エコノミストなどから、不健康な人

へのペナルティー論なども出ていまし

たが、それに対するアンチテーゼの

意味も込めました。

　3つ目の「グローバル・ヘルス・リー

ダー」は「日本が世界の保健医療を牽

引する」ということで、健康危機管理

やヘルスケア分野でのグローバルな

ルールメーキングを指しています。

　すでに、感染症をはじめ、糖尿病、

認知症などの疾病治療だけでなく、

医療需要の増加、医療の高度化、医

療・介護連携などさまざまな課題が世

界共通のものとなっています。これら

の課題に対して、世界最速で高齢化

が進んでいる日本がどう対応していく

のかをあらゆる国が注目しています。

日本がきちんと範を示し、世界の保

健医療のリーダーシップを取ることを

目指そうと提案したのです。

――なかでも「リーン・ヘルスケア」が
最も医療機関に関連するビジョンとな
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りそうですね。「よりよい医療をより安
く」提供していくために、どのように進
めていくか、具体的にお聞かせくださ
い。
小野崎氏　この背景には、医療費の

伸びの抑制があることはみなさん理

解されていると思います。「プライマ

リーバランスの黒字化、2020年必達」

も政府の大きな目標です。しかし、

エビデンスもなしに、一律的、機械

的に削減しても目指す保健医療には

至りません。メリハリのある資源投入

のためには、医療技術や費用対効果

の評価が必須ですから、医療技術評

価ができる人材を育成し、政府や医

療機関、大学などに配していかなけ

ればなりません。

　また、医療現場主導の改革を強く

打ち出しています。例えば、専門医

の学会が主体的に自ら過剰医療、無

駄な医療を適正化するキャンペーン

「Choosing Wisely」が世界的に広が

っています。日本でも始まりつつあり

ますが、このような医療現場の医師、

医療従事者の自律的な取り組みにも

期待しています。

――この提言では、地域主体の保健

医療ということで都道府県の役割が強
調されているように思えます。例えば、
医療費が適正化計画より上回ってい
る場合は、診療報酬の一部を都道府
県が決定できるなど結構大胆な提言
をされていますね。
小野崎氏　医療システムには、すで

に地域差が生じています。地域差を

中央政府がすべてコントロールするこ

とは不可能でしょう。できる限り地域

主体で改革案を策定、実施しなけれ

ば対応できません。

　地方自治、住民自治の本旨に照ら

すと、基本的には自治体あるいは地

方団体が歳入・歳出やその使い道も

決めるのが筋です。同時に、地域の

実情に応じたサービスを提供できる

のは地域なので、特に医療について

は都道府県が主役になっていく流れ

です。病院機能の変更については補

助金などが用意されていますが、具

体的な機能変更などは、地域医療構

想などで取り組むことになります。地

域が主体的に医療機関の集約化など

を進めていかなければなりません。

　少し厳しい話をすると、地域差は

大きく、例えば療養病床の入院治療

率では6倍ぐらいの地域差がありま

す。医療提供体制も医療費もかなり

のばらつきがあります。オーバー分

は結局公費でカバーしているので、

今後、精査した上で都道府県の努力

の違いに起因するような地域差は、

都道府県でその責任を負ってもらうこ

とも想定して、提言しています。

　医療費の目標を設定して、設定し

た目標を上回った分は切り下げると

いうドラスティックな案を示しました

が、それぐらいの改革は必要ではな

いかと考えています。

――医師の「配置・定数設定」の提案
も、大胆でした。 
小野崎氏　患者のアクセスは基本的

にほぼフリー、医師の開業もフリーと

いう2つの自由を今後も本当に続けて

いけるのかを検討しました。「医師の

偏在などが続く場合においては」とい

う前提で、保険医の配置・定数を設定

して自由開業・標榜を見直すという案

です。イメージ的には二次医療圏ご

とに定数を決めていく感じです。保

険医登録制度などを使うことなどが考

えられると思います。

　患者については、かかりつけ医、

総合診療医が役割を果たすことが考

えられます。医師については何らか

の改革が必須だと考えています。

――無駄を削減する一方で、一部の
患者の負担増につながる提案もあり
ます。この負担増は、基本理念にある

「公平・公正」の実現と密接に関連して
いるようですね。
小野崎氏　財源の話で、患者負担に
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ついて所得だけではなくて資産も考

慮して……、といった議論もありまし

た。「公平・公正」の基本理念に沿え

ば、将来世代にツケを回さないため

に世代間の不公平の拡大を最小化す

べきです。後期高齢者の負担増も含

めた患者負担増はやむなしという考

え方です。

　基本的には、今の公的な医療保険

などの制度を維持するために、自己

負担増や無駄の削減にも徹底的に取

り組むべきという観点から提言はまと

められています。

――インフラの部分では、医師をはじ
めとした専門職の職能と連携にも言
及されていますね。
小野崎氏　地域包括ケアを進めてい

く上では、多職種連携は不可欠です。

それから、看護師など医師以外の医

療従事者の業務拡大も不可欠です。

　医師の場合も、これから複数の疾

患を持っている高齢者が増えてくるな

かで、予防・公衆衛生や総合診療能力

とともにコミュニケーション能力にも長

けた医師が必要になります。そのため

には国家試験のあり方や医学部教育

の見直しなども必要でしょう。

――今後の進め方について、お聞か
せください。
小野崎氏　まず、厚労省内に設置さ

れた推進本部が作った工程表をモニ

タリングしながら進めていくことにな

ります。アクション項目を「すぐにやる

もの」、「検討するもの」、「現時点では

難しいもの」の3つに分類して、それ

ぞれ定期的に進捗状況を確認してい

きます。

　また、重点的に進めるべき項目を

推進するため5つの検討チームを

作って対応しています（図3）。「情報

基盤の整備と活用の推進」、「グロー

バル・ヘルスを担う人材の育成……」

については、省外の有識者も交えた

懇談会、大臣直轄の懇談会を作り、

注力しています。

――重点課題を中心に着々と進めて
いくわけですね。
小野崎氏　一見、大胆な提案も多い

のですが、この提言が議論を深める

契機になればと思います。2035年

に向けて保健医療の改革が大きく前

進することを期待しています。
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